
 

流 山 市 オ ー プ ン デ ー タ の 推 進 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン  

 

近 年 、政 府 や 自 治 体 な ど の 公 共 機 関 が 保 有 す る 各 種 行 政 情 報 を 、市

民 や 企 業 が 自 由 に 利 用 及 び ２ 次 利 用 が 可 能 で 、か つ 機 械 判 読 に も 適 し

た デ ー タ 形 式 で 提 供 す る 「 オ ー プ ン デ ー タ 」（ 注 ２ ） の 取 組 が 期 待 さ

れ て い る 。        

そ こ で 、 本 指 針 は 、 国 が 策 定 し た 「 世 界 最 先 端 Ｉ Ｔ 国 家 創 造 宣 言 」

（ 注 １ ）及 び「 電 子 行 政 オ ー プ ン デ ー タ 戦 略 」（ 注 ３ ）等 を 踏 ま え 、公

的 デ ー タ の 活 用 を 促 進 す る こ と に よ り 市 民 生 活 の 向 上 、市 内 企 業 活 動

の 活 性 化 等 を 図 る た め 、流 山 市 が オ ー プ ン デ ー タ を 進 め る 際 の 基 本 的

な 考 え 方 及 び 取 組 の 方 向 性 を 示 す も の で あ る 。  

 

定 義  

こ の 指 針 に お い て 、「 オ ー プ ン デ ー タ 」 と は 、 ２ 次 利 用 可 能 な 機 械

判 読 （ 注 ４ ） に 適 し た デ ー タ 形 式 を い う 。  

 

第 １ 章  オ ー プ ン デ ー タ 推 進 の 基 本 的 な 考 え 方  

 

１ ． オ ー プ ン デ ー タ 推 進 の 目 的   

（ １ ）  行 政 の 透 明 性 ・ 信 頼 性 の 向 上  

（ ２ ）  公 的 デ ー タ の 共 有 及 び 協 働 に よ る 地 域 課 題 の 解 決  

（ ３ ）  地 域 経 済 の 活 性 化  

（ ４ ）  行 政 に お け る 業 務 の 高 度 化 ・ 効 率 化  

（ ５ ）  情 報 公 開 の 総 合 的 な 推 進  

 

２ ． 推 進 体 制  

全 庁 的 な 体 制 に よ っ て 推 進 す る 。ま た 、全 庁 的 な 理 解 及 び 普 及 を 図

る た め 、 職 員 に 対 す る 研 修 等 を 継 続 的 に 実 施 す る 。  

 

３ ． 推 進 の た め の 基 本 原 則  

（ １ ）  本 市 が 保 有 す る デ ー タ は 、 法 令 、 条 例 等 に よ る 制 約 が あ る 場

合 を 除 き 、 オ ー プ ン デ ー タ と し て 公 開 す る 。  

（ ２ ）  効 率 的 に オ ー プ ン デ ー タ を 作 成 で き る よ う 、 通 常 業 務 に お け



 

る デ ー タ 作 成 過 程 に お い て 、 機 械 判 読 可 能 な フ ァ イ ル 形 式 デ

ー タ の 作 成 に 努 め る 。  

（ ３ ）  営 利 目 的 又 は 非 営 利 目 的 を 問 わ ず 活 用 を 促 進 す る 。  

（ ４ ）  取 組 可 能 な 公 的 デ ー タ か ら 速 や か に 着 手 す る 。  

（ ５ ）  費 用 対 効 果 に つ い て 十 分 に 考 慮 し 、 効 率 的 に 取 組 を 進 め る 。  

（ ６ ）  デ ー タ の 更 新 は 、 適 宜 行 う よ う 努 め 、 少 な く と も 年 に １ 回 以

上 行 う 。  

 

第 ２ 章  具 体 的 な 取 組 の 方 向 性  

 

１ ． オ ー プ ン デ ー タ 化 の 対 象 と な る 情 報  

オ ー プ ン デ ー タ 化 す る 情 報 の 対 象 は 、現 在 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て

い る デ ー タ を 優 先 し て オ ー プ ン デ ー タ 化 す る 。公 開 し て い な い デ ー タ

又 は 新 た に 作 成 、取 得 又 は 加 工 等 す る 情 報 に つ い て も 、市 民 等 の ニ ー

ズ を 考 慮 し た 上 で 順 次 オ ー プ ン デ ー タ 化 に 努 め る 。  

た だ し 、 以 下 に 該 当 す る デ ー タ は 対 象 と し な い 。  

(１ )個 人 情 報 ・ 機 密 情 報 が 含 ま れ て い る デ ー タ   

(２ )第 三 者 の 権 利 が 含 ま れ て い る デ ー タ（ 当 該 第 三 者 か ら 許 諾 を 得 た

も の を 除 く ）  

(３ )個 別 法 の 規 定 に よ り 加 工 利 用 が 制 限 さ れ て い る デ ー タ  

 

２ ． 加 工 利 用 の 推 進 に 向 け た オ ー プ ン デ ー タ 化 の ル ー ル  

（ １ ）  機 械 判 読 に 適 し た デ ー タ に よ る 公 開  

オ ー プ ン デ ー タ 化 す る デ ー タ は 、そ れ を コ ン ピ ュ ー タ ー で 機 械 的 に

読 み 取 り 、処 理 し て 再 利 用 す る こ と を 考 慮 し た デ ー タ の 構 造（ タ グ の

付 け 方 、 表 の 形 式 等 ） と す る よ う 努 め る 。  

ま た 、可 能 な も の か ら 、特 定 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン に 依 存 し な い デ ー

タ 形 式（ 例：Ｃ Ｓ Ｖ（ 注 ５ ）等 ）又 は よ り 高 度 な 利 用 が 可 能 な デ ー タ

形 式 （ 例 ： Ｒ Ｄ Ｆ （ 注 ６ ） 等 ） へ の 順 次 拡 大 に 努 め る 。  

な お 、用 語 及 び そ の 定 義 の 標 準 化 に つ い て は 、国 に お け る 整 備 に 併

せ て 、 順 次 対 応 す る 。  

（ ２ ） 公 開 情 報 の 加 工 利 用 の 原 則  

オ ー プ ン デ ー タ と し て 公 開 し た 情 報 は 、加 工 利 用 を 制 限 す る 具 体 的



 

か つ 合 理 的 な 根 拠 が あ る も の を 除 き 、加 工 利 用 を 認 め る こ と を 原 則 と

す る 。  

情 報 の 加 工 利 用 に つ い て は 、原 則 と し て「 ク リ エ イ テ ィ ブ・コ モ ン

ズ ・ ラ イ セ ン ス （ 注 ７ ）」 を 使 用 し 、 ど の よ う な 条 件 で 利 用 を 認 め る

か を 明 示 す る 。  

な お 、著 作 権 法（ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ）の 範 囲 内 で 、可 能

な 限 り 二 次 利 用 を 認 め る ク リ エ イ テ ィ ブ・コ モ ン ズ・ラ イ セ ン ス に お

け る「 Ｃ Ｃ  Ｂ Ｙ（ 注 ８ ）」と な る よ う 検 討 し 、著 作 権 及 び 個 別 法 の 規

定 以 外 の 理 由 に よ り 利 用 を 制 限 す る 場 合 に は 、そ の 理 由 を 併 せ て 表 示

す る こ と と す る 。  

ま た 、著 作 物 と な ら な い 情 報 に つ い て は 、著 作 権 の 保 護 対 象 外 で あ

り 加 工 利 用 の 制 限 は な い こ と を 明 示 す る 。  

（ ３ ） 個 人 ・ 法 人 ・ 団 体 等 か ら 取 得 し た 情 報 の 取 扱  

 本 市 が 保 有 す る 情 報 の う ち 個 人・法 人・団 体 等 か ら 取 得 し た 情 報 を

オ ー プ ン デ ー タ 化 す る 場 合 に 、当 該 情 報 の オ ー プ ン デ ー タ 化 が 当 該 情

報 提 供 者 又 は 第 三 者 の 利 害 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ

る 場 合 に は 、 そ の 可 否 並 び に 範 囲 及 び 利 用 条 件 な ど の 特 定 に 当 た り 、

必 要 に 応 じ て 当 該 情 報 提 供 者 等 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

（ ４ ） 加 工 利 用 の た め に 必 要 な 情 報 及 び 免 責 事 項 の 表 示  

情 報 の 時 点 や 作 成 日 、作 成 方 法 な ど 二 次 利 用 の た め に 必 要 な 情 報 を

可 能 な 限 り 提 供 し 、 注 意 事 項 及 び 前 提 と な る 条 件 な ど を 掲 示 す る 。  

ま た 、公 開 情 報 を 加 工 利 用 し た 者 が 作 成 し た 情 報 に よ り 第 三 者 が 損

害 を 被 っ た 場 合 、 本 市 は そ の 責 は 負 わ な い 旨 を 明 示 す る 。  

 

３ ． 利 活 用 推 進 の た め の 取 組 の 方 向 性  

市 民 、企 業 、大 学 、Ｎ Ｐ Ｏ 等 の 利 用 の ニ ー ズ を 把 握 し 、適 宜 、デ ー

タ 更 新 に 努 め る 。 ま た 、 民 間 と 連 携 ・ 協 働 し 、 利 用 拡 大 を 推 進 す る 。 

 

４ ． 改 訂  

本 指 針 の 内 容 は 、今 後 の 国 に お け る 検 討 及 び 技 術 の 進 展 な ど を 踏 ま

え 、 随 時 改 訂 し て い く も の と す る 。  

 

５ ． 施 行 期 日  



 

こ の 指 針 は 、 平 成 ２ ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

注 釈  

（ 注 １ ） 世 界 最 先 端 Ｉ Ｔ 国 家 創 造 宣 言  

世 界 最 高 水 準 の Ｉ Ｔ 利 活 用 社 会 の 実 現 に 向 け て 、Ｉ Ｔ・情 報 資 源 の

利 活 用 に よ り 未 来 を 創 造 す る 国 家 ビ ジ ョ ン と し て 、 平 成 25 年 ６ 月 に

閣 議 決 定 さ れ 、 今 後 、 ５ 年 程 度 の 期 間 （ 2020 年 ま で ） に 、 世 界 最 高

水 準 の IT 利 活 用 社 会 の 実 現 と そ の 成 果 を 国 際 展 開 す る こ と を 目 標 と

し て い る 。  

そ の 中 で 、オ ー プ ン デ ー タ の 推 進 は 重 要 な 施 策 と し て 位 置 づ け ら れ

て い る 。  

 

（ 注 ２ ） オ ー プ ン デ ー タ  

機 械 判 読 に 適 し た デ ー タ 形 式 で 、二 次 利 用 が 可 能 な 利 用 ル ー ル で 公

開 さ れ た デ ー タ 。  

公 共 デ ー タ を オ ー プ ン デ ー タ 化 す る こ と に よ り 、行 政 の 透 明 性・信

頼 性 の 向 上 、国 民 参 加・官 民 協 働 の 推 進 、経 済 の 活 性 化・行 政 の 効 率

化 が 期 待 さ れ て い る 。  

 

（ 注 ３ ） 電 子 行 政 オ ー プ ン デ ー タ 戦 略  

公 共 デ ー タ の 活 用 促 進 に 集 中 的 に 取 り 組 む た め 、 平 成 24 年 ７ 月 に

Ｉ Ｔ 戦 略 本 部 に よ り 決 定 さ れ た オ ー プ ン デ ー タ に 関 す る 基 本 戦 略 。  

 

（ 注 ４ ） 機 械 判 読  

コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム が そ の 構 造 や 内 容 を 自 動 的 に 判 別 し 、加 工

や 編 集 な ど の 再 利 用 が で き る こ と 。  

 

（ 注 ５ ） Ｃ Ｓ Ｖ  

Comma Separated Values の 略 。 カ ン マ で デ ー タ 内 の 項 目 を 区 切 る

テ キ ス ト 形 式 の フ ァ イ ル で 、 汎 用 性 が 高 い 。  

 

（ 注 ６ ） Ｒ Ｄ Ｆ  

Resource Description Framework の 略 。 デ ー タ の 作 成 者 や タ イ ト



 

ル 、更 新 日 な ど の デ ー タ 自 体 に 関 す る 情 報 を 記 述 す る 言 語 。効 率 的 に

デ ー タ の 管 理 や 検 索 な ど が 行 え る 。  

 

（ 注 ７ ） ク リ エ イ テ ィ ブ ・ コ モ ン ズ ・ ラ イ セ ン ス  

イ ン タ ー ネ ッ ト で デ ー タ 公 開 す る 際 、著 作 物 の ２ 次 利 用 に つ い て の

条 件 等 に 関 す る 意 思 表 示 を 手 軽 に 行 え る よ う に す る た め に 、国 際 的 に

利 用 さ れ て い る 。法 律 や 技 術 に 関 す る 専 門 的 な 知 識 が な く て も 、Ｗ ｅ

ｂ サ イ ト で 、 様 々 な レ ベ ル の 条 件 を 選 択 し て 以 下 の ６ 種 類 を 表 示 。

 

 

（ 注 ８ ） Ｃ Ｃ  Ｂ Ｙ  

ク リ エ イ テ ィ ブ・コ モ ン ズ に よ る ラ イ セ ン ス の 表 記 の 一 つ 。原 作 者

の ク レ ジ ッ ト（ 氏 名 、作 品 タ イ ト ル 、URL）を 表 示 す れ ば 、利 用 者 が 営

利 目 的 を 含 め て 自 由 に デ ー タ を 改 変 、複 製 、再 配 布 す る こ と が で き る 。 

 

出展表示 商業利用 可変

CC-BY 必須 許可 許可

CC-BY-

NC
必須

許可しな

い
許可

CC-BY-

ND
必須 許可 許可しない

CC-BY-

NC-ND
必須

許可しな

い
許可しない

CC-BY-

SA
必須 許可

許可するが、改変されてできた二次的著作

物は、この利用ルールと同一の利用ルール

を採用すること。

CC-BY-

NC-SA
必須

許可しな

い

許可するが、改変されてできた二次的著作

物は、この利用ルールと同一の利用ルール

を採用すること。

表示イメージ 名称
利用条件


